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日本列島の生物多様性は世界の生物多様性と関係日本列島の生物多様性は世界の生物多様性と関係

 日本列島は豊かな生物多様性を有し、アジア太平洋地域等に生息する多くの渡り
鳥の経路上にあることなどから、日本における生態系の破壊・分断・劣化が、世界
における生物多様性にも影響を与える可能性があります。

 また、海外から導入された外来生物による日本の生態系等への影響も懸念されて
います。

出典：Conservation International 

※「ホットスポット」とは、生物多様性の分野で
は、「多様な生物が生息しているにもかかわら
ず、絶滅に瀕した種も多い、いわば世界的な生
物多様性の重要地域」という意味で用いられる。

国際環境NGO（非政府組織）のConservation
Internationalが選定している。

ホットスポットの分布

③生態系の危機（その４）

日本を含む世界中の34
地域が「ホットスポット※」
に選定されている。
これらの地域は、地球
の表面積のわずか2.3％
でありながら、最も絶滅が
危惧される哺乳類、鳥類、
両生類の75.5％が生息す
る。
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③生態系の危機（その５）

第１の危機
「人間活動による
生態系の劣化・破
壊」

第１の危機
「人間活動による
生態系の劣化・破
壊」

第２の危機
「里地里山における人
間の働きかけの後退」

第２の危機
「里地里山における人
間の働きかけの後退」

第３の危機
「外来種等による
生態系のかく乱」

第３の危機
「外来種等による
生態系のかく乱」

「地球生態系に対する脅威」
温暖化の進行により、生物多様性が劣化。今後、相乗的に地球生態系の悪化が加

速し、人類の生存基盤に重大な影響を与える可能性

「地球生態系に対する脅威」
温暖化の進行により、生物多様性が劣化。今後、相乗的に地球生態系の悪化が加

速し、人類の生存基盤に重大な影響を与える可能性

「新・生物多様性国家戦略」に基づく施策を各省が着実に推進
→しかし、全体として「３つの危機」は依然進行

「新・生物多様性国家戦略」に基づく施策を各省が着実に推進
→しかし、全体として「３つの危機」は依然進行

グリーンアノールの影響

美しい日本と忍びよる生物多様性の危機美しい日本と忍びよる生物多様性の危機



15

○自然植生（植生自然度10・9）は国土の２割以下で、かつ分断されつつある

○戦後、干潟面積の約４割が消滅

○遡上可能距離が河川延長の８割を超える１級河川は９河川

○工作物が存在しない自然海岸は、５割以下

○脊椎動物、維管束植物の約２割が絶滅危惧種に

干潟面積の推移

 自然植生の減少・分断化が進んでいるほか、藻場・干潟、自然海岸等の沿岸生態
系の人工化が進行しています。

 我が国に生息・生育する動植物種の多くが絶滅の危機にさらされています。

約24％1,665約7,000維管束
植物

約18％245約1,360脊椎

動物※

割合絶滅危
惧種

総種数分類群

※ ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類及び汽水・淡水魚類

我が国の森林植生の分布状況

自然林 植生自然度９

二次林 植生自然度８・７

人工林 植生自然度６

③生態系の危機（その６）

絶滅危惧種の割合
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「持続可能な開発」等の概念に係る系譜

①持続可能な社会とは（その１）

成長の限界（ローマクラブ・1971年）

人口増加や環境悪化などの現在の傾向が続けば100年以内に地球上の成長は限界に達すると警鐘を

鳴らし、地球の破局を避けるために、成長から世界的な均衡へと移っていくことの必要性を提示。

世界自然資源保全戦略（ＩＵＣＮ/ＵＮＥＰ/ＷＷＦ1980年）
「持続可能な開発」という表現を文書で使い、「開発」と「保全」について定義づけ。

『開発』＝人間にとって必要なことがらを満たし、人間生活の質を改善するために生物圏を改変し、人的、
財政的、生物的、非生物的資源を利用すること。

『保全』＝将来の世代のニーズと願望を満たす潜在的能力を維持しつつ、現在の世代に最大の持続的な
便益をもたらすような人間の生物圏利用の管理。

環境と開発に関する世界委員会（WCED・1987年）

報告書「我ら共有の未来（Our Common Future）において、「持続可能な開発」を定義。

『持続可能な開発』＝「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことのないような

形で、 現在の世代のニーズも満たせるような開発」

１９７０年代 持続可能な開発の起源

１９８０年代 持続可能な開発の概念の誕生

（２）持続可能な社会に向けた取組
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国連環境開発会議：：地球サミット（UN・１９９２年）

環境と開発に関するリオ宣言（以下「リオ宣言」）、アジェンダ２１の中心的概念として「持続可能な開発」を採用

リオ宣言原則４ 持続可能な開発を達成するため、環境保護は、開発過程の不可分の部分となら
なければならず、それから分離しては考えられないものである。

１９９０年代 持続可能な開発の概念の普及

ヨハネスブルグサミット 持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言 ２００２年

「我々は、持続可能な開発の、相互に依存しかつ相互に補完的な支柱、即ち、
経済開発、社会開発及び環境保護を、地方、国、地域及び世界的レベルで
さらに推進し強化するとの共同の責任を負うものである。」

２０００年代 持続可能な開発の概念の定着

①持続可能な社会とは（その２）
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○現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基
盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。（第３条）

○社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全
に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになること
によって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りな
がら持続的に発展することができる社会」（第４条）

○健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域までにわたって保全されるとともに、それらを
通じて国民一人一人が幸せを実感できる生活を享受でき、将来世代にも継承することができる社会

○多様化する国民の期待が実現する社会の基盤としての環境が適切に保全されるとともに、経済的
側面、社会的側面も統合的に向上すること

○物質的な面だけでなく、精神的な面からも、安心、豊かさ、健やかで快適な暮らし、歴史と誇りある
文化、結びつきの強い地域コミュニティといったものを、我が国において将来世代にわたって約束す
るような社会であるとともに、それを世界全体に波及させていくような社会

環境基本法 平成５年

第３次環境基本計画 平成１８年

わが国における「持続可能な社会」にかかる定義

①持続可能な社会とは（その３）
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○「再生可能な資源」は、長期的再生産が可能な範囲で利用されること

○「再生不可能な資源」は他の物質やエネルギー源でその機能を代替で
きる範囲内で利用が行われること

○人間活動から環境負荷の排出が環境の自浄能力の範囲内にとどめられ
ること

○人間活動が生態系の機能を維持できる範囲内で行われていること

○種や地域個体群の絶滅など不可逆な生物多様性の減少を回避すること

○「再生可能な資源」は、長期的再生産が可能な範囲で利用されること

○「再生不可能な資源」は他の物質やエネルギー源でその機能を代替で
きる範囲内で利用が行われること

○人間活動から環境負荷の排出が環境の自浄能力の範囲内にとどめられ
ること

○人間活動が生態系の機能を維持できる範囲内で行われていること

○種や地域個体群の絶滅など不可逆な生物多様性の減少を回避すること

第２次環境基本計画 平成１２年

①持続可能な社会とは（その４）
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① 再生可能な資源の消費ペースは、その再生ペースを上回
ってはならない。

② 再生不可能な資源の消費ペースは、それに代わりうる持
続可能な再生可能資源が開発されるペースを上回っては
ならない。

③ 汚染の排出量は、環境の吸収能力を上回ってはならない。

① 再生可能な資源の消費ペースは、その再生ペースを上回
ってはならない。

② 再生不可能な資源の消費ペースは、それに代わりうる持
続可能な再生可能資源が開発されるペースを上回っては
ならない。

③ 汚染の排出量は、環境の吸収能力を上回ってはならない。

ハーマン・デイリーの３原則 米国の経済学者ハーマン・デイリーが提唱米国の経済学者ハーマン・デイリーが提唱

①持続可能な社会とは（その５）
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ナチュラルステップの４つのシステム条件スウェーデンの医学者カール・ヘンリック・ロベールらが提唱（1989年）し、

国際的な環境NGOである「ナチュラルステップ」が活動の羅針盤として活用。

条件①

自然の中で
地殻から取
り出した物
質が生物圏
の中で増え
続けない。

条件②

自然の中で人
間社会の作り
出した物質の
濃度が増え続
けない。

条件③
自然が物理
的な方法で
劣化しない。

条件④

人々が自らの基
本的なニーズを
満たそうとする行
動を妨げる状況
を作り出してはな
らない。

①持続可能な社会とは（その６）

（出典）国際NGOナチュラル・ステップ・インターナショナル
http://www.tnsij.org/about/flame/f_03.html
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循環型社会循環型社会低炭素社会低炭素社会

自然共生社会自然共生社会

②持続可能な社会に向けた統合的取組の展開
（その１）

温室効果ガス排出量
の大幅削減

自然の恵みの享受と継承

持続可能な社会

地球生態系と共生して、
持続的に成長・発展する

経済社会の実現

３Ｒを通じた資源循環

気候変動と生態系

気候変動とエネルギー・資源

生態系と環境負荷




